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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期

第３四半期連結
累計期間

第34期
第３四半期連結

累計期間
第33期

会計期間
自平成25年３月１日
至平成25年11月30日

自平成26年３月１日
至平成26年11月30日

自平成25年３月１日
至平成26年２月28日

営業総収入 （百万円） 260,232 278,146 345,603

経常利益 （百万円） 39,780 33,643 47,315

四半期（当期）純利益 （百万円） 19,854 23,732 22,611

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 26,713 27,569 29,546

純資産額 （百万円） 262,719 280,512 265,458

総資産額 （百万円） 620,318 723,369 588,136

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 209.15 250.01 238.19

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 40.8 37.2 43.4

 

回次
第33期

第３四半期連結
会計期間

第34期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年９月１日
至平成25年11月30日

自平成26年９月１日
至平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 60.99 34.60

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業総収入には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

主要な関係会社における異動等は、以下のとおりであります。

（国内事業）

第２四半期連結会計期間において、関連会社である朝日食品工業株式会社は、事業再編に伴い、株式会社ジョイア

ス・フーズ（以下、旧ジョイアス・フーズ）へ社名変更しております。

当第３四半期連結会計期間より、第２四半期連結会計期間において新たに設立出資をした株式会社ジョイアス・

フーズ（新ジョイアス・フーズ）は、旧ジョイアス・フーズから一部の事業及び資産を承継し重要性が増したため連

結子会社としております。また、旧ジョイアス・フーズは株式会社サンライズへ社名変更し、重要性の低下により、

持分法適用の関連会社から除外しております。

（海外事業）

第１四半期連結会計期間より、中国において無錫福満家便利店有限公司に対し設立出資を行い、関連会社としてお

ります。また、韓国において現地パートナー企業との提携関係の解消及び保有する全株式の売却により、BGFretail

Co.,Ltd.は関連会社から除外しております。

当第３四半期連結会計期間より、中国において北京頂全便利店有限公司及び東莞市頂全便利店有限公司に対し設立

出資を行い、関連会社としております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日～同年11月30日）におけるわが国経済は、大手企業を中心に

ベースアップの動きが広がるなど所得環境が改善傾向にあるものの、消費税増税の影響に加え、円安を背景とし

て食料品や日用品をはじめとする生活関連商品などの物価が上昇し、実質所得が落ち込む中で消費マインドは足

踏み状態にあり、小売業界におきましては依然として厳しい環境が続いております。

　このような状況において、国内事業では、「本気で勝ちに行く挑戦者　ファミリーマート」を掲げ、当社の将

来収益に大きく貢献する新店への積極投資や売場再構築のための既存店への什器投資による“店舗与件の優位

性”、商品の質を高めるとともに品揃えを拡充する“優れた商品”、店舗運営の基本である“ＳＱＣ（サービ

ス・クオリティ・クリンネス）”の３つに注力しており、お客さまにとっての「品質」の向上に取り組んでおり

ます。

　また、海外事業では、アジアを中心とした新興国に、日本発祥のコンビニエンスストアチェーンとして蓄積し

てきた当社独自のノウハウやＩＴシステムを活用したビジネスモデルを浸透させることで、進出地域における積

極的な店舗展開と、地域の特性に合わせた商品開発や品揃え拡充による売上の最大化に努めております。

　当第３四半期連結会計期間末の国内店舗数は、11,146店（国内エリアフランチャイザー４社計804店を含む）

となりました。また、海外エリアフランチャイザーでは、台湾、タイ、中国、アメリカ、ベトナム、インドネシ

ア及びフィリピンにおいて5,501店となり、国内外合わせた全店舗数は16,647店となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、営業総収入は2,781億４千６百万円（前年

同期比6.9％増）、営業利益は317億１千４百万円（同12.5％減）、経常利益は336億４千３百万円（同15.4％

減）、四半期純利益は韓国株式売却等により、237億３千２百万円（同19.5％増）となりました。

 

　セグメントごとの業績は、以下のとおりであります。

 

①国内事業

　国内のコンビニエンスストア事業におきましては、開発面では、鉄道事業者との取組みをさらに強化し、駅ナ

カ売店などニューマーケットへの出店を加速したほか、ドラッグストア・調剤薬局・スーパーマーケット等の他

業態との一体型店舗の出店を推進するなど、店舗網の拡大に取り組んでおります。平成26年10月には、株式会社

沖縄ファミリーマートが沖縄県内離島において、宮古島、伊江島、伊良部島に続く４島目となる石垣島に初めて

４店舗を同時に開店し、社会インフラとして島民の利便性向上と地域の発展に努めております。

　商品面では、より幅広い客層にご利用いただけるように、プライベートブランド「ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃ

ｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」のラインナップを拡充するとともに、中食商品をはじめとするオリジナル商品の開発と品

質の向上に努めました。また、ワンランク上の本格メニュー「ファミマプレミアムシリーズ」からカスタードク

リームや生地に徹底的にこだわったシュークリーム「プレミアムクッキーシュー」を発売したほか、重点カテゴ

リーであるＦＦ（ファスト・フード）では、挽きたてコーヒー「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」から「カフェラテ」に

“クーベルチュールチョコレート”を入れた新感覚のチョコレートドリンク「ショコラ・ラテ」を展開し、メ

ニューの多様化と差別化を図っております。

　運営面では、過去最大の既存店投資による売場大改革の一環として、平型アイスケース等の戦略什器導入によ

る冷凍食品やアイスクリームなどの品揃えを強化したほか、引き続き「機能数マネジメント」に基づいた売場作

りを推進することにより、集客と売上の向上に努めております。また、平成26年11月には、当社ホームページで

展開するストアスタッフ募集システム「ファミＪＯＢ」を大幅にリニューアルし、勤務希望者が電話に加えて、

パソコンやスマートフォンからも面接を予約することが可能となり、ストアスタッフの募集体制を強化しまし

た。

　プロモーション面では、平成26年９月に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と共同で、両社のラ

ンクアップサービスでゴールドランクを達成したお客さまを対象に、Ｔポイント総額1,000万ポイントを山分け

でプレゼントしたほか、翌月のポイントレートを10倍にアップする特典を付与しました。また、同年10月の株式

会社ジャパンネット銀行との提携を記念した「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」無料引換券の配布や、当社の特徴である

「初音ミク」「Ｅ－ｇｉｒｌｓ」ほか人気キャラクター・タレントを起用したコラボレーション企画等、多彩な

プロモーションを展開しました。
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　サービス面では、平成26年９月から、近畿２府４県の約2,000店舗に株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが提供す

るポストペイ（後払い）方式の電子マネー「ＰｉＴａＰａ」を、北陸地方の約290店舗に「ＩＣＯＣＡ」を含む

交通系電子マネーを導入し、便利な決済サービスの利用範囲をさらに拡大しました。また、同年11月には、株式

会社ゆうちょ銀行と提携し、首都圏・関西圏の約500店舗において「ゆうちょＡＴＭ」の設置を順次開始し、お

客さまの利便性の向上に努めております。

　これらの結果、国内事業の営業総収入は2,435億１千３百万円（前年同期比5.8％増）、セグメント利益（四半

期純利益）は127億９千４百万円（同24.9％減）となりました。

 

②海外事業

　海外事業におきましては、現地のパートナー企業と共同出資して自ら経営に参画する合弁方式を基本フォー

マットとし、合弁会社からの取込利益と配当収入の最大化を図るとともに、ライセンス供与に伴うノウハウ提供

や支援を通じたロイヤリティ収入の安定的な確保に努めております。

　台湾では、イートインコーナーを設置した中食強化型店舗の拡大を推進するとともに、マーケットの変化に対

応したＢ＆Ｓ（ビルド＆スクラップ）を適宜実施し、高質店舗網の構築に取り組んでおります。また、ソフトク

リームなどのＦＦカウンター商材や「ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」のラインナップを拡充す

ることにより、売上の向上と品揃えの差別化を図っております。

　タイでは、期初に発生した政情不安から客数が計画を下回る状況の中で、品揃え・発注指導などのＳＶ業務を

見直すことによりＳＱＣを中心とする現場運営力の向上に努めたほか、出店においては高日商が見込める立地に

厳選するとともに、不採算店舗の閉鎖を前倒しで実施するなど、店舗網の再構築に取り組んでおります。また、

現地パートナー企業であるタイの小売最大手Central Retail Corporation Limitedとのシナジーによる原材料調

達や商品開発の強化などにも継続的に取り組んでおります。

　中国では、上海・広州・蘇州・杭州・成都・深圳・無錫の既存各地域での出店を加速したほか、新たに北京で

は北京頂全便利店有限公司を、東莞では東莞市頂全便利店有限公司を設立、平成26年９月と同年10月に、それぞ

れ第１号店を出店し、店舗網の拡大を図っております。また、弁当・惣菜などの中食商品の売上が伸長したこと

に加え、直営方式からＦＣ方式への転換を推進したことにより、収益性が大幅に改善しております。

　これらの結果、海外事業の営業総収入は346億３千３百万円（前年同期比15.1％増）、セグメント利益（四半

期純利益）は109億３千８百万円（同288.5％増）となりました。
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（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の連結子会社が対処すべき課題について重要な変更はあり

ません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業価値及び株主共同の利

益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

　当社は、フランチャイズ方式によるコンビニエンスストアの展開を主な事業内容とし、コンビニエンスストア

事業に関連するその他のサービス等の事業活動を展開しております。株主・加盟店・取引先・従業員、そして地

域社会等のステークホルダーと相互にプラスの関係を築きながら、共に成長し発展するという当社の基本姿勢で

ある「共同成長（ＣＯ－ＧＲＯＷＩＮＧ）」の考え方に基づき、加盟店と当社の継続的な収益向上を目指してい

ます。

　当社の経営に当たっては、フランチャイズビジネスに関する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに国内外のス

テークホルダーとの間に築かれた取引関係等への十分な理解が不可欠です。これらは当社が創業以来培ってきた

財産であり、当社の事業はこの財産にその源を有しております。

　したがって、株主を含むステークホルダーとの間で成立している上記の財産に基づく当社の企業価値若しくは

株主共同の利益を著しく毀損すると認められるような者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て適当でないと考えております。

　そして、①買収の目的やその後の経営方針等が、当社の企業価値若しくは株主共同の利益に対して明白な侵害

をもたらすおそれのある者、②当社株主に株式の売却を事実上強制するおそれがある者、③当社に、当該買付に

対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を十分に与えることのない者、④当社株主に対して、買付内

容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することのない者、⑤買付の条件等（対価の価額・

種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付の実行の蓋然性等）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当で

ある者、⑥当社企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊するおそれのある者等

が、当社株式の大規模買付や買付提案を行う場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守る必要があると

考えております。

② 基本方針の実現に資する取組み

1）経営の基本方針

　当社では、「ファミリーマート基本理念」を掲げ、『私たちファミリーマートは、ホスピタリティあふれる行

動を通じて、お客さまに「気軽にこころの豊かさ」を提案し、快適で楽しさあふれる生活に貢献します。』と定

めております。あわせて、社員・加盟店が共通の価値観をもって行動するための指針「ファミマシップ」を制定

しております。

　私たちファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のスローガンのもと、この基本理念

の実現を目指すとともに、企業価値の更なる向上に努めてまいります。

2）中長期的な経営戦略

　当社は、クオリティにおける業界のリーディングカンパニーを目指し、個店競争力の強化、商品力の強化、高

質店舗網の構築に積極的に取り組むとともに、日本発祥のコンビニエンスストアとして、国内で磨き上げたファ

ミリーマート・クオリティを海外に広げ、成長潜在力のあるアジアを中心に、現地の強力なパートナーととも

に、海外での店舗展開を進めてまいります。

　また、次に記載の「剰余金の配当等の決定に関する方針」のとおり、株主に対する利益還元を経営の重要政策

と位置付けております。

（剰余金の配当等の決定に関する方針）

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けております。剰余金の配当につきましては、安定

的かつ継続的に連結業績の成長に見合った成果の配分を行っていくことを基本方針とし、当面、連結配当性向

40％を目処に取り組んでまいります。なお、自己株式取得は、機動的な資本政策遂行のため、必要に応じて適宜

実施する予定です。内部留保につきましては、財務体質の強化と、新規出店、既存店舗のリニューアル及び新規

分野への戦略投資に充当し、経営の強化を図り、業績の一層の向上に努めてまいります。

　今後も、ホスピタリティあふれる店づくりを通じて、お客さまから積極的な支持を得ることを目指す「ファミ

リーマートらしさ推進活動」の取組みを継続してまいります。また、商品開発、サービス、オペレーション、店

舗開発、環境・ＣＳＲなどの全ての活動を推進し、社会インフラとしての基盤を固め、地域社会に貢献するとと

もに、売上・利益の向上及び企業価値の向上に取り組んでまいります。
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3）コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上につながるとの考えに

基づき、次に記載の内部統制システムを構築・運用しております。

（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための

体制の概要）

Ⅰ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ 取締役会は、原則、毎月１回開催し、代表取締役等から職務の執行の状況につき報告を求めるものとしま

す。また、当社では、監査機能を強化するため、監査役監査の実効性を確保するための措置を講ずるものと

し、監査役は会計監査人の独立性が保たれているか否か監査するものとします。

ⅱ 倫理・法令遵守に関する活動を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、全社的な倫理・法令

遵守の周知活動を行うため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」による定期的な倫理・法

令の遵守状況の監査を行うものとします。

ⅲ 当社は、倫理・法令遵守に関する「基本方針」等を制定し、食品衛生法等の主要な法令に対応する規程を整

備するものとします。また、加盟者が遵守すべき倫理・法令につき各種のマニュアルを整備し、関係部門を

通じ加盟者への周知・徹底をはかるものとします。

ⅳ 「内部情報提供制度」を設け、社内外に情報提供の窓口（ホットライン）を設置し、倫理・法令遵守の違反

行為を是正し、また、未然に防止する体制を推進するものとします。

Ⅱ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ 当社が直面する可能性のあるリスクの管理を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、全社的

なリスク管理の推進、徹底活動を行うため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」は、各部

門におけるリスク管理の状況につき定期的な監査を行うものとします。

ⅱ 当社の各部門が直面する可能性のあるリスクを評価・分類した「リスクマップ」を作成し、重点的に対処す

べきリスクを抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制及び方法等につき規程等を整備するもの

とします。

ⅲ 当社では、お客様の相談等を受け付ける部門を設置し、お客様からの苦情等を受け、これを経営に生かすよ

う努めるものとします。

ⅳ 当社では、大規模災害などの緊急事態が発生した場合でも、お客様に対するコンビニエンスストアとしての

使命を果たすことを目的として、事業継続計画（ＢＣＰ）を整備し、緊急事態への対応を行うものとしま

す。

Ⅲ．財務報告の適正性を確保するための体制

ⅰ 当社の財務報告の適正性の確保に関する活動を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、財務

報告の適正性を確保するため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」は、当社における財務

報告の適正性を確保する体制の状況につき定期的な監査を行うものとします。

ⅱ 当社は、財務報告の適正性に影響を与える主要な要因を抽出し、かかる要因による影響を最小化するための

体制及び方法等につき規程等を金融商品取引法等に則り、整備するものとします。

Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役会に上程する議案の予備的検討、業務執行の決定における諮問等を行う会議体として、代表

取締役を議長とする経営検討会、経営会議、開発・営業政策会議を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執

行の決定を行うものとし、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、業

務執行の効率化をはかるものとします。また、取締役会で各取締役の業務分担を定め、さらに、職務権限及び

業務決裁に関する規程を制定し、各取締役の職務権限及び責任等を明確にし、業務執行の適正化をはかるもの

とします。

Ⅴ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会、経営検討会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁

に係る書類（電磁的媒体を含みます。）に記載又は記録された情報の作成、保存及び管理等について法令に適

合する内容の文書取扱規程を整備するとともに、取締役、監査役その他の関係者が法令に従い上記の書類等を

閲覧できる体制を整備するものとします。

Ⅵ．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ 当社では、子会社及び関連会社からなるグループ会社の経営を管理するとともに、状況に応じ取締役及び監

査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進するものとします。また、グループ会社に対し主要な内

部統制項目の体制整備について助言・指導を行うものとします。

ⅱ グループ会社の監査役と当社の監査役会との定期的な情報交換、施策の連動等を行い、グループとしての内

部統制システムの整備をはかるものとします。
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Ⅶ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、専任の従業員を置くものとし、監査役は当該従業

員に監査業務に必要な事項について指揮・命令することができるものとします。

Ⅷ．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締

役その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。

Ⅸ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ 監査役は、取締役会、経営検討会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から説明を受け、

関係資料を閲覧するものとします。

ⅱ 取締役及び従業員は、内部監査の結果、「内部情報提供制度」の実施状況、競業取引及び自己取引等につい

て定期的に監査役に報告するものとします。

Ⅹ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ 監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク等について報告を受

け、意見の交換を行い、また、「監査室」から内部監査の報告を受けるものとします。

ⅱ 監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、外部の専門家に調査を委託又は意見を求めることがで

きるものとします。

③ 上記の取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではないこと及び会社役員の地位の

維持を目的とするものではないこと並びにその判断に係る理由

　上記の取組みは、株主を含むステークホルダーとの間に成立している当社の財産を最大限に活用し、収益の維

持・向上と株主への利益還元を図り、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであります。

　したがいまして、上記の取組みは、基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

（3）研究開発活動

　研究開発活動については、当社はコンビニエンスストアのオリジナル商品の開発を常に進めておりますが、そ

の他特記すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 97,683,133 97,683,133
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 97,683,133 97,683,133 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年９月１日～

平成26年11月30日
－ 97,683 － 16,658 － 17,056

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成26年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

（平成26年８月31日現在）
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,757,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 94,822,200 948,222 －

単元未満株式 普通株式 103,233 －
一単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 97,683,133 － －

総株主の議決権 － 948,222 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。

また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

 

②【自己株式等】

（平成26年８月31日現在）
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ファミリーマート
東京都豊島区東池

袋三丁目１番１号
2,757,700 － 2,757,700 2.82

計 － 2,757,700 － 2,757,700 2.82

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第３四半期連結会計期間（平成26年９月１日から平成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平

成26年３月１日から平成26年11月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附則第５条第１項ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年９月１日から平

成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 95,612 153,887

加盟店貸勘定 19,325 26,819

有価証券 20,398 37,199

商品 9,752 9,999

未収入金 36,840 42,648

その他 40,586 38,464

貸倒引当金 △270 △198

流動資産合計 222,245 308,821

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 52,952 61,975

工具、器具及び備品（純額） 68,940 88,476

土地 17,047 19,136

その他（純額） 8,290 13,120

有形固定資産合計 147,230 182,709

無形固定資産   

のれん 8,622 9,441

その他 14,522 13,372

無形固定資産合計 23,145 22,814

投資その他の資産   

投資有価証券 41,618 34,711

敷金及び保証金 135,884 145,717

その他 20,593 30,840

貸倒引当金 △2,580 △2,245

投資その他の資産合計 195,515 209,024

固定資産合計 365,890 414,548

資産合計 588,136 723,369

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,919 ※２ 159,833

加盟店借勘定 5,602 5,023

未払金 23,974 30,122

未払法人税等 8,409 9,375

預り金 85,386 92,393

その他 23,743 33,466

流動負債合計 233,035 330,215

固定負債   

リース債務 50,771 66,974

退職給付引当金 9,309 －

退職給付に係る負債 － 10,970

資産除去債務 14,494 15,992

長期預り敷金保証金 11,426 11,523

その他 3,641 7,179

固定負債合計 89,643 112,641

負債合計 322,678 442,856
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,658 16,658

資本剰余金 17,389 17,388

利益剰余金 226,224 239,384

自己株式 △8,762 △8,769

株主資本合計 251,509 264,662

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,221 4,403

為替換算調整勘定 1,693 563

退職給付に係る調整累計額 △418 △300

その他の包括利益累計額合計 3,497 4,667

少数株主持分 10,450 11,182

純資産合計 265,458 280,512

負債純資産合計 588,136 723,369
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

営業収入   

加盟店からの収入 163,834 176,808

その他の営業収入 23,518 25,236

営業収入合計 187,352 202,044

売上高 72,880 76,102

営業総収入合計 260,232 278,146

売上原価 48,268 50,330

営業総利益 211,964 227,816

販売費及び一般管理費 175,700 196,101

営業利益 36,263 31,714

営業外収益   

受取利息 1,219 1,392

受取配当金 140 117

持分法による投資利益 2,284 371

その他 737 1,156

営業外収益合計 4,382 3,038

営業外費用   

支払利息 767 940

その他 98 169

営業外費用合計 865 1,110

経常利益 39,780 33,643

特別利益   

固定資産売却益 44 52

関係会社株式売却益 670 15,368

その他 13 3

特別利益合計 728 15,424

特別損失   

固定資産除却損 1,369 2,955

減損損失 2,118 4,377

賃貸借契約解約損 925 1,246

その他 414 674

特別損失合計 4,827 9,253

税金等調整前四半期純利益 35,681 39,813

法人税、住民税及び事業税 13,945 19,230

法人税等調整額 189 △5,341

法人税等合計 14,135 13,889

少数株主損益調整前四半期純利益 21,546 25,924

少数株主利益 1,691 2,191

四半期純利益 19,854 23,732
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 21,546 25,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,742 2,287

為替換算調整勘定 1,361 449

退職給付に係る調整額 △24 147

持分法適用会社に対する持分相当額 1,087 △1,239

その他の包括利益合計 5,167 1,645

四半期包括利益 26,713 27,569

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,196 25,027

少数株主に係る四半期包括利益 2,517 2,542

 

EDINET提出書類

株式会社ファミリーマート(E03125)

四半期報告書

14/20



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　当第３四半期連結会計期間より、第２四半期連結会計期間において新たに設立出資した株式会社ジョイアス・

フーズ（新ジョイアス・フーズ）は、重要性が増したため連結の範囲に含めております。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間より、新たに設立出資を行った無錫福満家便利店有限公司を持分法適用の範囲に含め

ております。また、保有する全株式の売却により、BGFretail Co.,Ltd.を持分法適用の範囲から除外しておりま

す。

　第２四半期連結会計期間より、関連会社である朝日食品工業株式会社は、株式会社ジョイアス・フーズ（以

下、旧ジョイアス・フーズ）へ社名変更しております。

　当第３四半期連結会計期間より、関連会社である旧ジョイアス・フーズは株式会社サンライズへ社名変更し、

重要性の低下により、持分法適用の範囲から除外しております。また、新たに設立出資を行った北京頂全便利店

有限公司及び東莞市頂全便利店有限公司を持分法適用の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更等）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。）が

平成25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債と

して計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しま

した。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準か

ら給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上

したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第３四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が124百万円減少、利益剰余金が700百

万円減少し、合計で純資産の額が824百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

　なお、前第３四半期連結累計期間の連結包括利益計算書及び前連結会計年度の連結貸借対照表において一部の

在外会社に係る未認識数理計算上の差異等については「在外会社の退職給付債務調整額」と表示していました

が、第１四半期連結会計期間より、「退職給付に係る調整額」並びに「退職給付に係る調整累計額」に含めて表

示しております。

 

（追加情報）

（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する連結

会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び

繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる

一時差異について、前連結会計年度の38.01％から35.64％に変更されております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

　　次の会社について、金融機関からの借入及び機械導入に関する契約の履行に対し債務保証を行っております。
 

前連結会計年度
（平成26年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（平成26年11月30日）

VIET NAM FAMILY CONVENIENCE

STORES COMPANY LIMITED
13百万円

VIET NAM FAMILY CONVENIENCE

STORES COMPANY LIMITED
917百万円

  ㈱日本アクセス 1,173

計 13百万円 計 2,091百万円

 

※２．当第３四半期連結会計期間末日は金融機関休業日のため、次の第３四半期連結会計期間末日決済額が当第３四

半期連結会計期間末残高に含まれております。
 

前連結会計年度
（平成26年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（平成26年11月30日）

支払手形及び買掛金 －百万円  53,034百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとお

りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

減価償却費 17,706百万円 22,379百万円

のれん償却額 431 597

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年３月１日　至平成25年11月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月16日

取締役会
普通株式 5,126 54.00 平成25年２月28日 平成25年５月２日 利益剰余金

平成25年10月7日

取締役会
普通株式 4,841 51.00 平成25年８月31日 平成25年11月11日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年３月１日　至平成26年11月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年４月18日

取締役会
普通株式 4,841 51.00 平成26年２月28日 平成26年５月８日 利益剰余金

平成26年10月8日

取締役会
普通株式 5,031 53.00 平成26年８月31日 平成26年11月10日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年３月１日　至平成25年11月30日）

報告セグメントごとの営業総収入及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額
（注）１ 国内事業 海外事業 計

営業総収入      

外部顧客に対す

る営業総収入
230,140 30,092 260,232 － 260,232

セグメント間の

内部営業総収入

又は振替高

－ － － － －

計 230,140 30,092 260,232 － 260,232

セグメント利益 17,039 2,815 19,854 － 19,854

（注）１．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の四半期純利益と一致しております。

　　　２．「海外事業」は、台湾、アメリカ、韓国、タイ、中国等の事業活動を含んでおります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年３月１日　至平成26年11月30日）

報告セグメントごとの営業総収入及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額
（注）１ 国内事業 海外事業 計

営業総収入      

外部顧客に対す

る営業総収入
243,513 34,633 278,146 － 278,146

セグメント間の

内部営業総収入

又は振替高

－ － － － －

計 243,513 34,633 278,146 － 278,146

セグメント利益 12,794 10,938 23,732 － 23,732

（注）１．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の四半期純利益と一致しております。

　　　２．「海外事業」は、台湾、アメリカ、韓国、タイ、中国等の事業活動を含んでおります。

 

EDINET提出書類

株式会社ファミリーマート(E03125)

四半期報告書

17/20



（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額（円） 209.15 250.01

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 19,854 23,732

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 19,854 23,732

普通株式の期中平均株式数（千株） 94,928 94,925

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

（剰余金の配当）

　平成26年10月８日開催の取締役会において、剰余金の配当を行うことを次のとおり決議いたしました。

１．配当金の総額                                  5,031百万円

２．１株当たり配当額                                 53円00銭

３．基準日                                   平成26年８月31日

４．支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成26年11月10日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年１月５日

株式会社ファミリーマート

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石塚 雅博   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永山 晴子   印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファミ

リーマートの平成26年３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年９月１日

から平成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26年11月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファミリーマート及び連結子会社の平成26年11月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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